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別表十六（九）

９欄及び20欄に記載がある場合には、適用額明細書の記載が必要です。

P76～P80参照

P80～P84参照



○ 別表十六（九）「９」の欄に金額の記載がある場合の記載事項 
法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 

エネルギー需給構造改革推

進設備等を取得した場合の

特別償却 

 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の５第１項第１号） 

00016 「９」の欄の金額（「15」
の欄に記載がある場合

には、「15」の欄の金額

を控除した金額） 「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の５第１項第２号）

00020 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の５第１項第３号）

00024 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の５第１項第４号）

00028 

中小企業者等が機械等を取

得した場合の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の６第１項第１号）

00033 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の６第１項第２号） 

00036 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の６第１項第３号） 

00039 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の６第１項第４号） 

00042 

事業基盤強化設備等を取得

した場合等の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の７第１項第１号） 

00047 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の７第１項第２号）

00050 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の７第１項第３号）

00053 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 
事業基盤強化設備等を取得

した場合等の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の７第１項第４号） 

00056 「９」の欄の金額（「15」
の欄に記載がある場合

には、「15」の欄の金額

を控除した金額） 「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の７第１項第５号） 

00059 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の７第１項第６号）

00062 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の７第１項第７号）

00065 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 42 条の７第１項第８号）

00068 

沖縄の特定中小企業者が経

営革新設備等を取得した場

合の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00084 

公害防止用設備の特別償却 「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00089 

船舶の特別償却 「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00092 

関西文化学術研究都市の文

化学術研究地区における文

化学術研究施設の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00095 

地震防災対策用資産の特別

償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00098 

集積区域における集積産業

用資産の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00101 

事業革新設備等の特別償却 「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（44 条の３第１項） 

00104 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 
事業革新設備等の特別償却 「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（44 条の３第２項） 

00107 「９」の欄の金額（「15」
の欄に記載がある場合

には、「15」の欄の金額

を控除した金額） 「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（44 条の３第３項） 

00110 

共同利用施設の特別償却 「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00113 
 

新用途米穀加工品等製造設

備の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00116 

特定地域における工業用機

械等の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 45 条第１項の表の第１号

イ） 

00119 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 45 条第１項の表の第１号

ロ） 

00122 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 45 条第１項の表の第１号

ハ） 

00125 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

（第 45 条第１項の表の第１号

ニ） 

00128 

沖縄の産業高度化地域にお

いて工業用機械等を取得し

た場合の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00131 

沖縄の自由貿易地域及び特

別自由貿易地域において工

業用機械等を取得した場合

の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00134 

沖縄の離島地域における旅

館業用建物等の特別償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３

項」又は「第 12 項」 

00137 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 

医療用機器等の特別償却 「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

（45 条の２第１項第１号） 

00140 「９」の欄の金額（「15」
の欄に記載がある場合

には、「15」の欄の金額

を控除した金額） 「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

（45 条の２第１項第２号） 

00143 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

（45 条の２第１項第３号） 

00146 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

（45 条の２第２項） 

00149 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

（第 45 条の２第３項） 

00152 

経営基盤強化計画を実施す

る指定中小企業者の機械等

の割増償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

00155 

障害者を雇用する場合の機

械等の割増償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

（第 46 条の２第１項） 

00158 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」（第 46 条の２第

２項の表の第１号） 

00161 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」（第 46 条の２第

２項の表の第２号） 

00164 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」（第 46 条の２第

２項の表の第３号） 

00167 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」（第 46 条の２第

２項の表の第４号） 

00170 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 
支援事業所取引金額が増

加した場合の三年以内取

得資産の割増償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

00173 「９」の欄の金額（「15」
の欄に記載がある場合

には、「15」の欄の金額

を控除した金額） 事業所内託児施設等の割

増償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

00176 

高齢者向け優良賃貸住宅

の割増償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

00179 

特定再開発建築物等の割

増償却 

「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

00182 

倉庫用建物等の割増償却 「第 52 条の３第２項」、「第３項」

又は「第 12 項」 

00185 

 

○ 別表十六（九）「20」の欄に金額の記載がある場合の記載事項 
法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 

エネルギー需給構造改革

推進設備等を取得した場

合の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 42 条の５第１項第１号） 

00015 「20」の欄の金額 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 42 条の５第１項第２号） 

00019 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 42 条の５第１項第３号） 

00023 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 42 条の５第１項第４号） 

00027 

中小企業者等が機械等を

取得した場合の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 42 条の６第１項第１号） 

00032 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 42 条の６第１項第２号） 

00035 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 42 条の６第１項第３号） 

00038 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 
中小企業者等が機械等を

取得した場合の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 42 条の６第１項第４号） 

00041 「20」の欄の金額 

事業基盤強化設備等を取

得した場合等の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（42 条の７第１項第１号） 

00046 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（42 条の７第１項第２号） 

00049 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（42 条の７第１項第３号） 

00052 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（42 条の７第１項第４号） 

00055 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（42 条の７第１項第５号） 

00058 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（42 条の７第１項第６号） 

00061 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（42 条の７第１項第７号） 

00064 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（42 条の７第１項第８号） 

00067 

沖縄の特定中小企業者が

経営革新設備等を取得し

た場合の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00083 

公害防止用設備の特別償

却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00088 

船舶の特別償却 「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00091 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 
関西文化学術研究都市の

文化学術研究地区におけ

る文化学術研究施設の特

別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00094 「20」の欄の金額 

地震防災対策用資産の特

別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00097 

集積区域における集積産

業用資産の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00100 

事業革新設備等の特別償

却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（44 条の３第１項） 

00103 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（44 条の３第２項） 

00106 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（44 条の３第３項） 

00109 

共同利用施設の特別償却 「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00112 

新用途米穀加工品等製造

設備の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00115 

特定地域における工業用

機械等の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」（第 45 条第１項の表の第

１号イ） 

00118 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」（第 45 条第１項の表の第

１号ロ） 

00121 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」（第 45 条第１項の表の第

１号ハ） 

00124 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」（第 45 条第１項の表の第

１号ニ） 

00127 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 
沖縄の産業高度化地域に

おいて工業用機械等を取

得した場合の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00130 「20」の欄の金額 

沖縄の自由貿易地域及び

特別自由貿易地域におい

て工業用機械等を取得し

た場合の特別償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

 

00133 

沖縄の離島地域における

旅館業用建物等の特別償

却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

 

00136 

医療用機器等の特別償却 「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 45 条の２第１項第１号） 

00139 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 45 条の２第１項第２号） 

00142 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 45 条の２第１項第３号） 

00145 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 45 条の２第２項） 

00148 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 45 条の２第３項） 

00151 

経営基盤強化計画を実施

する指定中小企業者の機

械等の割増償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00154 

障害者を雇用する場合の

機械等の割増償却等 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 46 条の２第１項） 

00157 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」（第 46 条の２第２項の表

の第１号） 

00160 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額 
障害者を雇用する場合の

機械等の割増償却等 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 46 条の２第２項の表の第２

号） 

00163 「20」の欄の金額 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 46 条の２第２項の表の第３

号） 

00166 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

（第 46 条の２第２項の表の第４

号） 

00169 

支援事業所取引金額が増

加した場合の三年以内取

得資産の割増償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

 

00172 

事業所内託児施設の割増

償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00175 

高齢者向け優良賃貸住宅

の割増償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

 

00178 

特定再開発建築物等の割

増償却 

「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

 

00181 

倉庫用建物等の割増償却 「第 52 条の３第１項」又は「第

11 項」 

00184 
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